
 

 

 

 

 

 

村では、妊婦のインフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います。 

インフルエンザは通常の風邪とは異なり、高熱や関節痛、筋肉痛などの症状が全身に現れ、重症

化すると肺炎などの合併症を引き起こすことがありますが、予防接種を受けることで重症化を予防す

ることができます。特に妊娠中は免疫力が低下するため、重症化しやすいとされておりますので、接

種を希望する方は下記事項をよくお読みの上接種を受けてください。 

 

◆対象者 

玉川村に住所を有する妊婦（接種日現在） 

 

◆接種期間 

令和７年 10月 1日～令和８年 1月３１日まで 

※接種期間外で接種した場合には全額自己負担となりますのでご了承ください。 

◆助成金額 

1人 1回分のみ 上限 4,000円（差額は自己負担） 

※4,000円未満の場合は、かかった接種費用のみ助成となります。 

 

◆実施医療機関 

原則、妊婦健診で通院中の産婦人科 

（それ以外の医療機関で受ける場合は事前に保健センターへご連絡ください） 

 

◆助成方法 

一度医療機関窓口で全額自己負担で接種後、村保健センターで助成申請を行ってください。 

後日、指定の口座に村助成金（上限４，０００円）をお振込みいたします。 

【必要書類】 母子手帳、領収書、振込先預金通帳 

【申請期限】 令和 7年１０月１日～令和 8年２月２８日まで 
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◆その他 

・医療機関には事前に電話予約をしてください。予診票は各医療機関に備え付けてあります。 

 

・接種料金は医療機関によって異なります。 

 

・接種期間前や期間を過ぎて受けたものに関しては、助成の対象となりませんのでご注意ください。 

 

・鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対して、アレルギーを呈するおそれのある方は医師にご相談 

ください。 

 

 

 

 

【インフルエンザを予防するために】  参考：厚生労働省インフルエンザリーフレットより 

◎手洗い・うがいを心がけましょう！ 

◎アルコールを含んだ消毒液で手を消毒しましょう！ 

◎普段からの健康管理に気を付けましょう！ 

栄養と睡眠を十分にとり、抵抗力を高めておくこともインフルエンザの発症を防ぐ効果

があります。 

【お問い合わせ  玉川村保健センター 電話：３７－１０２４】 


